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第１編 計画の概要

第 1章 計画改定の趣旨（目的）

本市の水道事業は、2004年（平成16年）10月に2町 3村の合併後、１つの上水道事業と10

の簡易水道事業によって運営していましたが、2010年（平成22年）に一部簡易水道事業を統合

し、2016年（平成28年）４月には、効率的な事業運営を図るため、簡易水道事業を廃止し、各

水道事業を統合した新たな水道事業を創設しました。

本市では、2004年度（平成16年度）に国が示した「水道ビジョン」の方針を受け、「安心」「安

定」「持続」「環境」の観点から水道事業の基本的な考え方を示した中長期計画として「常陸大宮市水

道ビジョン」（以降は、「第１次ビジョン」とする。）を2008年度（平成20年度）に策定しまし

た。

その後、水道事業を取り巻く環境が大きく変化したことから、国は2012年度（平成24年度）

に「新水道ビジョン」を策定し、新たな将来目標を示しました。また、国は水道事業をはじめとする

各公営企業に対し、中長期的な経営の基本計画となる「経営戦略」の策定を要請しました。

これを受け、本市では水道事業の現状や課題について検討を行い、「第１次ビジョン」を継承しつ

つ、これまでに取り組んできた施策や成果を踏まえ、中長期的な視点で、より計画的かつ合理的な

健全経営の継続を目指し、2020年度（令和２年度）に「ビジョン」と「経営戦略」を兼ねた「常

陸大宮市水道事業経営計画」（以降は、「旧経営計画」とする。）を策定し、「全ての市民に安心・安全

な水を安定して供給する水道」の基本理念の下、経営の健全化に努めてきました。

しかしながら、人口減少に伴う水需要の減少、水道施設の老朽化及び職員の人材不足、さらには

頻発している自然災害や新たな生活様式の普及等、水道を取り巻く状況が急速に変化している中で、

本市の水道事業運営は厳しさを増しています。

こうした状況の中、「旧経営計画」が2025年度（令和７年度）をもって目標年次を迎えること

から、新たな課題や多様化する市民ニーズに的確かつ柔軟に対応するため、効果的で効率的な水道

事業運営の推進と将来を見据えた持続可能で安定的な水道の基盤強化を目指し、「常陸大宮市水道事

業経営計画」（以降は、「本経営計画」とする。）を策定するものです。

第２章 経営計画の位置付け

本経営計画では、本市の上位計画である「常陸大宮市総合計画（ひたちおおみや未来創造ビジョ

ン）」や国の「新水道ビジョン」、県の「水道ビジョン」等の関連計画との整合性を図るとともに、「常

陸大宮市総合計画（ひたちおおみや未来創造ビジョン）」で掲げられている目標や「旧経営計画」で

掲げた将来像や基本施策を踏まえ、国の「新水道ビジョン」や改正水道法、県の「水道ビジョン」で

示された推進方針等をもとに、本市の水道事業が抱える問題点や課題を抽出し、その解決に向けた

経営に関する基本方針、計画目標、実現方策を新たに設定するものです。

本経営計画は、国の「新水道ビジョン」に基づき、「安全」、「強靭」、「持続」の 3 つの視点から
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本市の水道事業が目指すべき方向性と実現方策を示す、本市の水道事業の最上位計画として位置付

けます。併せて、本経営計画では経営健全化における取組や施策・事業を具現化するための投資と

財源を明らかにした財政収支計画を盛り込んでいます。これは、総務省が策定を要請している「経

営戦略」として位置付けるものです。

第３章 計画期間

本経営計画の計画期間は、2026年度（令和８年度）から2035年度（令和17年度）までの10

年間とします。

常陸大宮市総合計画
（ひたちおおみや未来創造ビジョン）
平成 25 年 3月策定（計画期間：2023-2027）

・まちづくりの基本指針であり、本市の最上位計画

厚生労働省 新水道ビジョン

平成 25 年 3 月策定

・「安全」「強靱」「持続」の三本柱

・「水道事業ビジョン」の策定を各

事業体に要請

水道ビジョン

令和４年２月策定

水道事業広域連携推進方針

令和７年３月改定

常陸大宮市経営計画
令和 8年 3 月策定（計画期間：2026-2035）

厚生労働省 水道法改正

平成 30 年 12 月公布

・施設台帳の整備の義務化

・広域連携の推進等

総務省 経営戦略

令和 4年 1 月通知

・「経営戦略策定・改定の更なる推進

について」により、策定・改定を要請

常陸大宮市経営計画

令和 3年 3 月策定

（計画期間：2021-2025）

常陸大宮市水道ビジョン

平成 21 年 3月策定

常陸大宮市経営戦略

平成 29 年 3月策定

持続

国

県

常陸大宮市

安全

強靱
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第２編 現況と課題、将来予測

第１章 水道事業の概要

１－１ 水道事業の沿革

本市の水道事業は、1967年（昭和42年）に創設され、翌年の1968年（昭和43年）に給水

が開始されました。その後、水需要の増加に対応するため、第1次（1970年（昭和45年））から

第6次（2000年（平成12年））までの約30年にわたる拡張工事を行い、取水・導水・浄水・配

水施設を整備しました。

また、2016年（平成28年）には、水道水の安定供給の確保と経営の効率化を図る目的として、

簡易水道事業を水道事業に統合しました。

簡易水道事業は各地域に創設されており、山方地域には1970年（昭和45年）に創設した第1

簡易水道及び1973年（昭和 48年）創設の第 2簡易水道、1975年（昭和50年）創設の第3

簡易水道、美和地域には1983年（昭和58年）に創設した美和簡易水道、緒川地域には1977年

（昭和52年）に創設した緒川簡易水道、御前山地域には1960年（昭和35年）に創設した北部

簡易水道及び1971年（昭和46年）創設の下伊勢畑簡易水道、1976年（昭和51年）創設の上

伊勢畑簡易水道がありました。

市町村合併に伴い、簡易水道事業は10事業ありましたが、2010年（平成22年）に一部簡易

水道事業を統合し、2016年（平成28 年）に上水道事業と事業統合を行いました。

○水道事業の沿革

計画給水人口 計画給水人口 計画給水人口

計画1日
最大給水量

計画1日
最大給水量

計画1日
最大給水量

7,000人 32,130人

㎥1,050 /日 16,300㎡/日

4,300人 3,270人

㎥720 /日 ㎥1,880 /日

176人

㎥62 /日

334人

㎥117 /日

3,000人 3,000人

㎥647 /日 ㎥1,500 /日

2,470人 2,700人

㎥528 /日 ㎥573 /日

4,900人 4,480人

㎥1,093 /日 ㎥1,720 /日

4,740人 4,900人

㎥961 /日 ㎥2,200 /日

1,500人 3,890人

㎥225 /日 ㎥1,540 /日

300人 565人

㎥74 /日 ㎥212 /日

500人 360人

㎥75 /日 ㎥155 /日

2010年（平成22年）一部簡易水道の統合 2016年（平成28年）上水道事業に統合

名称 創設 名称 名称

大宮上水道事業 S42.3.23 大宮上水道事業

山方第１簡易水道事業 S45.4.14 山方第１簡易水道事業

皆沢簡易水道事業 S52.8.1 ※山方第１簡易水道事業に統合

照山簡易水道事業 S51.7.5 ※山方第１簡易水道事業に統合

山方第２簡易水道事業 S48.6.14 山方第２簡易水道事業

山方第３簡易水道事業 S50.5.21 山方第３簡易水道事業

美和簡易水道事業 S58.3.31 美和簡易水道事業

緒川簡易水道事業 S52.5.2 緒川簡易水道事業

北部簡易水道事業 S35.8.15 北部簡易水道事業

下伊勢畑簡易水道事業 S46.7.31 下伊勢畑簡易水道事業

上伊勢畑簡易水道事業 S51.6.10 上伊勢畑簡易水道事業

上水道事業
55,295人　　

26,080㎡/日
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１－２ 主要な水道施設

本市の水道は、給水面積が広く、高低差のある山地にも居住地が点在しているという特徴から、

管路の延長は約740kmにもおよびます。また、その地域ごとに配水池等を整備する必要があるた

め、水道施設が多くなっています。

水 源 ■表流水 ■地下水 ■受水 ■伏流水 □ダム □その他

施 設 数
浄水場設置数 13

管路延長 736.68km
配水施設設置数 60

施設能力 ㎥24,440 /日 施設利用率 71.4％
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○取水・導水・浄水施設

○送水・配水施設

○管路の状況 （単位：km）

※令和7年 3月31日現在（令和6年度水道統計調査）

取水場名 種別 計画最大取水量 導水先（浄水場） 浄水方法 浄水場建築年

高渡取水場 表流水（久慈川）

浅井戸地下水

㎥7,776 /日

㎥355 /日

大宮浄水場第１

第２

第３

凝縮沈澱、急速ろ過

凝縮沈澱、急速ろ過

直接ろ過

1970年(S45)

1983年(S58)

2001年(H13)

大場取水場 浅井戸地下水 ㎥210 /日 大場浄水場 凝縮沈澱、急速ろ過 1984年(S59)

浄水受水 県水受水 ㎥8,200 /日 西部配水場 浄水受水

西野内取水場 浅井戸地下水 ㎥2,059 /日 西野内浄水場 塩素滅菌、急速ろ過 1971年(S46)

小貫浄水場 浅井戸地下水 ㎥1,650 /日 小貫浄水場 塩素滅菌、急速ろ過 1974年(S49)

家和楽浄水場 浅井戸地下水 ㎥573 /日 家和楽浄水場 塩素滅菌、急速ろ過 1976年(S51)

第１取水場 浅井戸地下水 ㎥1,200 /日 美和浄水場 凝縮沈澱、急速ろ過 1985年(S60)

第２取水場 浅井戸地下水 ㎥700 /日 〃 〃 〃

第１取水場 浅井戸地下水 ㎥1,040 /日 上小瀬浄水場 直接ろ過 1992年(H4)

第２取水場 浅井戸伏流水 ㎥430 /日 〃 塩素滅菌、急速ろ過 〃

第３取水場 浅井戸地下水 ㎥950 /日 緒川浄水場 直接ろ過 1978年(S53)

北部取水場 浅井戸地下水 ㎥1,694 /日 北部浄水場 塩素滅菌、急速ろ過 1995年(H7)

下伊勢畑浄水場 浅井戸地下水 ㎥814 /日 下伊勢畑浄水場 塩素滅菌、急速ろ過 1997年(H9)

上伊勢畑浄水場 浅井戸地下水 ㎥170 /日 上伊勢畑浄水場 直接ろ過 1977年(S52)

㎥施設名・構造・有効容量（ ） 建設年度

送水施設 鷹巣増圧ポンプ場、田子内増圧ポンプ場 等 1990年（H2）、1991年（H3）

配水施設 ㎥ ㎥低区配水場 PC造 2,000 、SUS造 2,500

㎥ ㎥高区配水場 PC造 380 、PC造 2,000

㎥西部配水場 PC造 4,300 等

1973年（S48)、1997年（H9)

不明、2001年（H13)

1994年（H6)

管種 導水管 送水管 配水本管 配水支管 計

鋳鉄管（CIP) 0.83 0.00 0.00 0.00 0.83

ダクタイル鋳鉄管（DIP) 2.76 5.14 11.48 117.62 137.00

鋼管 1.48 0.15 0.03 18.62 20.28

石綿セメント管 0.00 0.00 0.00 12.43 12.43

硬質塩化ビニル管（VP･HIVP) 3.12 10.40 0.02 420.27 433.81

ポリエチレン管（PP･PE） 0.52 3.04 0.00 126.94 130.50

ステンレス管（SUS） 0.00 0.00 0.00 1.34 1.34

その他（管種不明含） 0.00 0.00 0.00 0.49 0.49

計 8.71 18.73 11.53 697.71 736.68
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１－３ 料金体系

本市の水道料金体系は、基本料金と使用量に応じた従量料金を組み合わせた体系としています。

水道料金は、使用量や施設の更新等を踏まえて見直し、健全な事業経営を維持しなければなりま

せんが、本市の水道料金は、1997年（平成９年）６月に改定して以降、約30年間水道料金を据

え置き、事業経営を行っています。

旧簡易水道事業の水道料金は、簡易水道事業の統合後に上水道料金へ統一しました。また、2019

年（令和元年）10月の消費税率の引上げに伴い、消費税率を反映した改定を行い、現在に至ってい

ます。

本市の水道料金（2024年（令和６年）３月末現在）は、 ㎥口径20mmで月20 使用した場合で

比較すると、県内で概ね平均程度となっております。

○茨城県内の水道料金 ㎥※20 あたり料金（口径20mm、１か月分・税込）

（出典）総務省「令和５年度地方公営企業決算状況調査」
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第２章 水道事業の状況

２－１ 給水の状況

○給水人口と年間給水量と給水収益

人口減少や節水機器の普及、節水意識の定着等から、本市の給水人口と給水量も減少傾向にあり

ます。2016年度（平成28年度）から2024年度（令和6年度）までで、給水人口は約12.8％、

給水量は約9.3％減少しています。将来においても、人口減少等の影響から減少していくことが見

込まれます。

○普及率

給水普及率は、給水区域内人口に対する現在区域内人口の割合で、本市の水道普及率は98.7％

（2024年度（令和６年度））となっており、県内平均95.2％よりも高い水準にあります。
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○有収率等

給水量のうち、料金収入となった割合を表す有収率は、茨城県平均87.7％を下回っており、類似

団体平均83.8％と比較しても低調な数値となっています。

有収率向上に向けて、漏水調査や老朽管の布設替え等に取り組んでいますが、有収率は概ね横ば

いで推移しています。

（出典）総務省「水道事業経営指標」

２－２ 施設の状況

○年度別管路布設状況

年度別の管路布設延長を見ると、1970年代に布設された配水管が多く残る一方、布設年度のピ

ークは1990年代となっています。

※布設年度が不明の管は1971年（昭和46年）に計上しています。

-8-



1.05

0.89

1.12

0.80
0.75 0.74

0.68%

0.58
0.54

0.57
0.52

0.48 0.48

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

1.0%

1.2%

2018(H30) 2019(R1) 2020(R2) 2021(R3) 2022(R4) 2023(R5) 2024(R6)

常陸大宮市

類似団体平均

11.08

20.18 20.03
24.38

26.10
27.84

25.84%

15.10

17.14
18.06

25.09

21.06
22.54

0%

10%

20%

30%

2018(H30) 2019(R1) 2020(R2) 2021(R3) 2022(R4) 2023(R5) 2024(R6)

常陸大宮市

類似団体平均

○管路経年化率

法定耐用年数（40年）を超えた管路の割合を示す管路経年化率は年々上昇しており、類似団体と

比較しても高い状況です。管路の老朽化が進んでいることから、その対策が必要です。

（出典）総務省「経営分析比較表」

○管路更新率

管路の総延長に対する年間の更新割合を示す管路更新率は、類似団体よりも高くなっています。

これは、管路の老朽化対策として計画的な更新や道路改良に合わせた更新を進めているためです。

（出典）総務省「経営分析比較表」
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○管路耐震化率

基幹管路の耐震適合率は27.07％で、全国平均43.3％（令和5年度末時点）を下回っています。

また、全管路の耐震適合率は合計で76.66％となっています。今後も、発生が想定される大規模自

然災害への対策として、管路の更新に合わせて耐震管や耐震適合管に更新します。

耐 震 管･･･離脱防止継手や溶接継手等を有し、管路の破損や継手の離脱等の被害が軽微な管

（ダクタイル鋳鉄管のうち耐震型継手を有するもの、鋼管のうち溶接継手を有するも

の、ポリエチレン管のうち高密度・熱融着継手を有するもの、ステンレス管のうち耐

震型継手を有するもの）

耐震適合管･･･地盤によっては管路の破損や継手の離脱等の被害が軽微な管

（ダクタイル鋳鉄管のうちＫ形継手等を有し良い地盤に布設されているもの、硬質塩

化ビニル管のうちＲＲロング継手・ＲＲ継手等を有するもの）

単位：km

※令和7年3月 31日現在（令和6年度水道統計調査）

基幹管路
基幹管路計 配水支管 計

導水管 送水管 配水本管

耐 震 管 0.52 2.89 0.58 3.99 51.98 55.97

（耐震管率） (5.97%) (15.43%) (5.03%) (10.24%) (7.45%) (7.60%)

耐震適合管 1.56 2.25 2.75 6.56 502.20 508.76

（耐震適合率）

※耐震管を含む
(23.88%) (27.44%) (28.88%) (27.07%) (79.43%) (76.66%)

非耐震適合管 6.63 13.59 8.20 28.42 143.53 171.95

計 8.71 18.73 11.53 38.97 697.71 736.68
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○年度別施設の資産額

施設の資産額は1983年（昭和58年）から1984 年（昭和 59年）にかけてが一番多く、こ

れは大宮第2浄水場及び大場浄水場（現在は休止中）の建設によるものです。その後も西部配水場

の整備や高区配水場の整備、各施設の電気設備やポンプ設備の更新などにより、随時、資産の追加

及び入替えが生じています。

年度別の施設の資産額は、固定資産台帳に記載されている帳簿価格に、最新の建設工事費デフレ

ーターを用いて現在価格に換算し、集計を行いました。

○施設利用率

施設の利用状況を示す施設利用率は、類似団体よりも高くなっています。しかしながら、今後、人

口減少等に伴う給水量の減少が見込まれるため、施設の統廃合やダウンサイジング、更新基準の見

直しなど、適切な施設規模を検討する必要があります。

(千円)

（出典）総務省「経営分析比較表」
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経常収支比率 　類似団体平均

２－３ 経営の状況

（１）経常収支比率

本市の経常収支比率は100％を超え安定しており、類似団体平均を上回って推移しています。ま

た、累積欠損金も生じていません。

ただし、人口減少の影響により給水量が減少傾向であり、それに伴い、収入の根幹である給水収

益は減少しています。また、営業収支比率は簡易水道事業統合後の2016年度（平成28年度）か

ら100％を下回って推移しており、今後もこの傾向が続くことが見込まれます。今後は収入減に加

え、施設や管路の更新等による支出の増加が見込まれているため、更新費用の増加が経営に影響す

ることが予想されます。

●経常収支比率

（出典）総務省「水道事業経営指標」

●営業収支比率

（出典）総務省「水道事業経営指標」
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●給水量と給水収益（水道料金収入）

（２）流動比率

短期的な支払能力を示す流動比率は、簡易水道事業の統合により、2016年度（平成 28年度）

に前年度比で265.3 ポイント低下しました。さらに2020年度（令和２年度）は、災害復旧等の

未払金が多くなったため、前年度比85.5 ポイント低下しました。

ただし、流動比率は、100％以上で推移しているため、支払能力に問題はありません。

●流動比率

（出典）総務省「水道事業経営指標」
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（３）企業債残高対給水収益比率

企業債残高対給水収益比率は、給水収益に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模を

表す指標です。本市では、2016年（平成28年）の簡易水道事業統合に伴い、企業債を上水道事

業で引き受けたため、企業債残高は増加しましたが、企業債の発行抑制などの対策を講じたため、

現在では類似団体平均よりも低くなっており、年々比率が低下しています。

今後、老朽化した施設や管路の更新に伴い、企業債借入は増加することが見込まれますが、発行

抑制などの対策を講じ、企業債残高が過大とならないよう、計画的な借入を行います。

●企業債残高対給水収益比率

（出典）総務省「水道事業経営指標」

●企業債残高

（出典）総務省「水道事業経営指標」
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２－４ 水質の状況

安心で安全な水道水を安定供給することは、水道事業者にとって、もっとも基本的な責務であり、

これを常に確保し続けるためには、適切な水質管理体制が必要不可欠です。

水源及び浄水の水質については、毎年水質検査計画を作成し水質検査を実施しており、水道法で

義務づけられている水質基準51項目の検査をはじめ、管理目標設定27項目検査や農薬類検査、

放射能測定、クリプトスポリジウムの検査等を実施しています。

２－５ 危機管理体制の状況

地震や風水害等の自然災害、水質汚染事故や施設事故等の人為的な原因により災害が発生した場

合、飲料水を供給できるよう応急体制を整え、速やかに復旧作業へ移行するためには、各種の危機

管理対策マニュアルが必要不可欠です。

本市では、常陸大宮市上水道事業危機管理マニュアル及び常陸大宮市上水道事業薬品類事故対策

マニュアルを作成しています。

●マニュアルの策定状況

項目 内容 実施回数

浄水（末端給水） 水質基準51項目

管理目標設定27項目検査

農薬類115項目検査

クリプトスポリジウム等の検査

１回/年

１回/年

１回/年

１回/年

浄水場出口 残留塩素、ｐＨ、濁度

放射能測定

ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）、

ペルフルオロオクタン酸（PFOA）

常時

４回/年

３回/年

原水 消毒副生成物や味を除いた39項目検査

原水の指標菌検査

クリプトスポリジウム等の検査

１回/年

1回/月、４回/年

４回/年、１回/年

地震 風水

害

水質

汚染

クリ

プト

スポ

リジ

ウム

施設

事故

停電 管路

事故

凍結 テロ 渇水 情報

セキ

ュリ

ティ

新型

イン

フル

危機管理

マニュアル
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

薬品類事故対

策マニュアル
○
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上下水道部職員数

２－６ 経営効率化の状況

本市では、経営効率化に向けてコスト削減等に取り組んでおり、職員数については、組織改編や

民間委託を契機に業務の効率化を図ることで、削減を進めてきました。

2019年（令和元年）の組織の改編から、事務部門である総務経営課、技術部門である施設管理

課の２課で運営しています。施設管理課は、水道施設を担当する水道施設グループ、給配水を担当

する水道工務グループ、下水道事業を担当する下水道グループから構成されます。

経営効率化への取組として、2017年（平成29年）から窓口業務及び料金徴収業務等を民間事

業者に委託し、「常陸大宮市水道お客さまセンター」を開設しました。また、休日夜間の施設の維持

管理等も民間事業者に委託しています。

さらには、遠隔監視システムの導入による職員数の削減や検針時に検針員が納入通知書を印刷、

投函することによる郵送料等の削減、未利用地の売却など幅広い取組を進めてきました。

●職員数の推移 ※各年4月1日現在（人）
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第３章 将来予測

３－１ 水需要の予測

将来の水需要については、「常陸大宮市人口ビジョン（改訂版）」（2022年度（令和4年度）一部

改定）における人口ビジョンを基に推計しました。

全国的な動向として、少子高齢化・人口減少が進行することが見込まれており、本市においても

同様で、今後、水需要は更に減少していくと考えられます。

給水人口、給水量は年々減少を続け、2035年度（令和17年度）の給水人口は約31,500人、

㎥1日平均給水量は、14,800 /日となり、2024年度（令和６年度）と比較して、給水人口は、

12％以上減少する推計です。
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水需要の予測は下記のフローにより推計しています。

３－２ 給水収益の見通し

将来の水需要に基づき算出した給水収益の見通しは以下のとおりです。給水収益は、直近5か年

の供給単価実績から将来供給単価を設定し、有収水量に乗じて推計しました。

給水量の減少に伴い、2035年度（令和17年度）の給水収益は785,577千円で、2024年度

（令和６年度）と比較して、14％程度減少する推計です。

●給水収益の見通し

普及率の設定

有収率の設定

給水人口の算出

計画1日使用水量の推計

1日平均給水量の算出

1日最大給水量の算出

行政区域内人口

負荷率の設定

「常陸大宮市人口ビジョン（改訂版）」の
推計値を採用

年々上昇し、2037年度（R19年度）以
降は100％と設定

「行政区域内人口」×「普及率」

業態別に時系列傾向分析

改善を見込み、目標年度（R17 年度）に
83.86％、最大85.46％を推計

「計画１日使用水量」÷「有収率」

直近５か年の伸び率を分析し、設定

「1日平均給水量」÷「負荷率」
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３－３ 施設の見通し

（１）資産の健全度

2025年度（令和７年度）から2075年度（令和57年度）までにおける資産の健全度の評価を

行いました。これは、更新事業を行わなかった場合に資産の健全度がどのように推移するかを示し

ています。構造物及び設備全体、管路全体の健全度の推移は以下のとおりです。

2025年度（令和７年度）現在、構造物及び設備で約66％程度、管路全体で約77%程度が健全

資産ですが、更新を実施しない場合、2035年度（令和17年度）において構造物及び設備のうち、

約53％の施設が経年化及び老朽化資産となり、管路施設では約42％の管路が経年化及び老朽化資

産となる見込みです。

●構造物及び設備の健全度

●管路の健全度

健全資産･･･経過年数が法定耐用年数以内の資産

経年化資産･･･経過年数が法定耐用年数の1.0～1.5 倍の資産

老朽化資産･･･経過年数が法定耐用年数の1.5倍を超える資産
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（２）資産の更新需要

法定耐用年数で更新する場合の将来の更新需要は以下のとおりです。

2025年度（令和７年度）から2074年度（令和 56年度）までの将来50年間おける構造物

（土木、建築）・設備（機械、電気、計装）の更新需要は約541億円、管路の更新需要は約490億

円、単年度平均にして21億円/年になる見通しです。21億円/年は、直近5年間（2020年度（令

和２年度）～2024年度（令和６年度））の建設改良費平均額6億円の3.5 倍の事業費になります。

●構造物及び設備の更新需要

●管路の更新需要
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第３編 計画の基本的方向

第 1章 水道事業の将来像

１－１ 基本理念

これまで本市の水道事業は、1967年（昭和42年）の創設以来、生活に必要不可欠なライフラ

インとして市民生活を支えてきました。

しかしながら、顕在化する災害への対策強化や老朽施設の計画的な更新、生活様式の変化への対

応や資産の適切な維持管理など、水道事業を取り巻く環境が大きく変化しています。

今後は、水道事業の置かれている現状や社会情勢の変化等の様々な課題に対応しながら安心で安

全な水道を安定的に供給できるよう努めていかなければなりません。

本市のまちづくりを進める上での最上位指針である「常陸大宮市総合計画」では、将来像である

「人が輝き 安心･快適で 活力と誇りあふれるまち」の実現に向けて、「住みたい」～魅力あるま

ちづくり～として、全ての市民が暮らしやすく、住み続けたいと思えるよう、持続可能な水道事業

や安心・安全な水道水の供給、環境にやさしい水道システムの構築、有収率の向上や災害に強い水

道施設の整備等の施策を掲げています。

また、国は「新水道ビジョン」（厚生労働省）における基本理念に「地域とともに、信頼を未来に

つなぐ日本の水道」を掲げ、「安全」、「強靱」、「持続」の３つの視点から、50年後、100年後の水

道の理想像を示しています。

これらを踏まえ、本市水道事業における基本理念を以下のように定めました。

１－２ 基本方針

基本理念に基づき、本市水道事業の抱える問題を解決していくため、「新水道ビジョン」に示され

る「安全」、「強靱」、「持続」の３つの視点から、次の基本方針を定め、必要な施策に取り組んでいき

ます。

基本方針１：【安全】安全で安心な水道

安全で安心な水道を実現するためには、良質で豊富な水源を確保するとともに、水質試験体制を

強化し、想定される水質リスクに対応出来る体制を整備することが必要です。

これらの課題に対応する取組を推進し、安全で安心な水道の実現を目指します。

市民とともに、信頼を未来につなぐ ひたちおおみやの水道
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基本方針２：【強靱】災害に強い水道

本市の水道施設は老朽化が進んでおり、施設や管路の更新及び改良、耐震化を計画的に実施し、

水道施設の強靭化を図る必要があります。また、漏水調査や点検等を定期的に実施し、水道施設の

適切な維持管理が必要となっています。

災害への備えとして、災害が発生した場合の対応体制の強化や災害対策計画の充実などソフト面

での強化も図り、安定した管理体制を確保することで、「災害に強い水道」を実現します。

基本方針３：【持続】持続可能な事業経営

水道使用者である市民のニーズを把握し、サービスの向上を図るとともに、経費の縮減と収入の

確保に努め、合理的・効率的な事業運営を行います。

また、茨城県が推進する水道事業の広域化（経営の一体化）に参加することで、水道施設の効率的

運用、経営面でのスケールメリットの創出など、経営基盤の強化を図り、持続可能な事業経営を目

指します。

【持続】

持続可能な事業経営

【安全】

安全で安心な水道

【強靱】

災害に強い水道

市民とともに、信頼を未来につなぐ ひたちおおみやの水道
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１－３ 計画の目標

基本方針に沿った計画の目標について、以下のとおり設定します。

＜基本方針１：【安全】安全で安心な水道＞

■計画目標１：いつでも安全でどこでも安心に飲める水道

いつでも安全で、どこでも安心に飲める水道を実現するため、「水安全計画」及び「水質検査計画」

に基づく徹底した水質管理により、安全で安心な水を供給します。

＜基本方針２：【強靱】災害に強い水道＞

■計画目標２：いつでも安定して供給できる水道

水道は欠かすことの出来ない重要なライフラインであるため、災害時においても安定して給水を

継続していくために、耐震性能の低い施設や管路の耐震化、老朽化した施設や設備について計画的

な修繕や更新を実施します。

また、災害が発生した場合には、応急給水対策等のソフト面の対策も重要であることから、給水

訓練等の実施や災害（事故）対策マニュアルの見直し等を実施します。

＜基本方針３：【持続】持続可能な事業経営＞

■計画目標３：将来にわたり健全な事業経営が続く水道

今後、水道事業を取り巻く環境はますます厳しくなると予測されることから、民間委託やＩＣＴ

活用の推進を継続し、有収率向上や料金収納率の向上に取り組むとともに、アセットマネジメント

手法を活用した計画的な事業と料金制度の検証等を実施し、事業運営の効率化を図ります。

また、茨城県が推進する水道事業の広域化（経営の一体化）に参加する事で、経営基盤の強化を図

るとともに、組織・体制の強化を図ります。
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第４編 目標達成に向けた施策
■計画目標１：いつでも安全でどこでも安心に飲める水道

施策１ 水質検査計画の策定、水質検査の徹底

水道基準に適合した安全で安心な水道水を供給するため、水道法に基づき「水質検査計画」を毎

年策定し、市ホームページで公表しています。今後も現行の検査体制を維持するとともに、検査結

果等の水道水の安全性に関する情報を継続して公開します。また、本市で独自に設定した検査項目

や必要に応じた臨時の水質検査を実施するなど、水質管理体制の強化に努めます。

【事業計画】

【事業目標】

施策２ 水安全計画の適正な運用

水道水の安全性について定めた「水安全計画」に基づき、水源から給水栓に至るまでのリスク分

析と管理を行い、安全で安心な水道水の供給に取り組みます。また、計画を適正に運用するため、定

期的な検証や必要に応じて見直しを行い、水道水の安全管理を徹底します。

【事業計画】

【事業目標】

取組名 R7
前期 後期

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

水質検査計画の策定、

水質検査の徹底

毎年策定、公表の実施

現状値

（令和6年度）

中間目標値

（令和12年度）

目標値

（令和17年度）

水質検査計画の策定 1回/年 1回/年 1回/年

水質基準不適合率（％） ０ ０ ０

取組名 R7
前期 後期

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

水安全計画の適正な

運用

計画の適宜改定

現状値

（令和6年度）

中間目標値

（令和12年度）

目標値

（令和17年度）

水安全計画の見直し 令和4年度改定 適宜改定 適宜改定
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■計画目標２：いつでも安定して供給できる水道

施策３ 耐震化計画の策定

本市では、水道施設の耐震診断（簡易耐震診断含む）を実施しておらず、施設の重要度や日常点検

等をもとに施設の更新を実施してきました。将来的に大地震が発生すると危惧されているため、早

急に耐震化を進める必要があります。

今後、施設の耐震診断を実施し、老朽度や重要度、日常点検の結果等を踏まえて耐震化の優先順

位を検討した耐震化計画を策定し、計画に基づき、耐震補強工事等を実施します。

【事業計画】

【事業目標】

※耐震診断未実施のため。

施策４ 管路の計画的な更新

管路の更新については、老朽度や重要度、日常点検の結果等を踏まえ更新の優先順位を検討しま

す。耐震性の低い「鋳鉄管」や「石綿セメント管」については、早急に解消を目指すとともに、基幹

管路（導水管、送水管、配水本管）の耐震化や医療施設（病院）や福祉施設等の重要施設に至る配水

管を優先的に耐震化する必要があります。

しかしながら、これらを整備するには期間を要するため、整備が完了するまでの間は、応急給水

体制の整備を進めながら、非常時対応体制を強化していく必要があります。

【事業計画】

取組名 R7
前期 後期

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

耐震化計画の策定
策定 計画に基づき施設の耐震化を実施

現状値

（令和6年度）

中間目標値

（令和12年度）

目標値

（令和17年度）

耐震化計画の策定 未策定 策定 適宜改定

浄水場の耐震化率（％） ０ ※ ２０ ４１

配水池の耐震化率（％） ０ ※ ３５ ７０

取組名 R7
前期 後期

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

管路の計画的な更新
老朽管の更新、耐震化を実施
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【事業目標】

施策５ 災害対策･危機管理体制の強化

災害や事故が発生した場合に迅速かつ的確に対応できるよう、「常陸大宮市上水道事業危機管理マ

ニュアル」に基づく訓練を実施します。また、応急体制強化のため、給水車･車載用給水タンクの拡

充を検討するとともに、必要な薬品や燃料等を安定的に調達・確保できる体制を整備します。

「常陸大宮市上水道事業危機管理マニュアル」については、必要に応じて改定を行うなど、適宜

見直しを実施します。

【事業計画】

【事業目標】

■計画目標３：将来にわたり健全な事業経営が続く水道

施策６ 市民サービスの向上

将来にわたり水道を持続するためには、市民の理解と協力が欠かせないことから、広報紙やホー

ムページ等の情報発信ツールを活用した積極的で実用的な情報発信や時代とともに変化する市民ニ

ーズの的確な把握等、双方向コミュニケーションを推進することで、より一層の市民サービスの向

上に努めます。

また、料金収納サービスに関する利便性の向上を図るため、水道料金の納付方法についてクレジ

ットカード決済の導入を検討し、収納率の向上に努めます。

現状値

（令和6年度）

中間目標値

（令和12年度）

目標値

（令和17年度）

全管路の耐震適合率（％） 76.7 81.4 86.2

基幹管路の耐震適合率（％） 27.1 43.8 60.4

鋳鉄管の残存延長（km） 0.83 0 0

石綿セメント管の残存延長（km） 12.43 2.11 0

取組名 R7
前期 後期

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

災害対策･危機管理体

制の強化

訓練の実施、マニュアルの適宜改定

現状値

（令和6年度）

中間目標値

（令和12年度）

目標値

（令和17年度）

マニュアルに基づく訓練の実施回数 ２回 ２回以上 ２回以上

危機管理マニュアルの見直し 令和4年度改定 適宜改定 適宜改定
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【事業計画】

【事業目標】

施策７ 有収率の向上

水道事業の事業効率を評価する指標として、有収率があります。これまで、音聴での漏水調査や

人工衛星を活用した漏水調査を実施し、漏水箇所の早期発見、早期修繕による漏水量の低減に努め

てきましたが、本市では有収率が約64％と類似団体と比較して低い水準にあることから、漏水量を

減らす取組が喫緊の課題です。

今後も有収率向上を目指し、漏水調査を計画的に実施するとともに、漏水した管路の把握や修繕、

老朽管の更新を継続して実施します。

【事業計画】

【事業目標】

取組名 R7
前期 後期

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

市民サービスの向上
検討･拡充

現状値

（令和6年度）

中間目標値

（令和12年度）

目標値

（令和17年度）

情報提供の充実 実施 拡充 拡充

各種申込の電子化 部分的に導入済み 拡充検討 拡充

クレジットカード支払の導入 検討 導入 導入

取組名 R7
前期 後期

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

漏水調査の実施
漏水調査の実施・強化

現状値

（令和6年度）

中間目標値

（令和12年度）

目標値

（令和17年度）

有収率（％） 64.4 74.0 83.8

-28-



施策８ 民間委託の活用と組織体制の強化

これまで本市では、料金徴収業務や維持管理業務等の民間委託の実施により、業務効率化ととも

に窓口サービスの向上や職員定数の適正化を図ってきました。引き続き民間委託を活用するととも

に、更なる業務集約の可能性や、委託範囲の拡大について検討していくことが必要です。

一方で、業務経験が豊富な職員の退職や定期人事異動等により、これまで培ってきた知識や経験

の継承が課題となっています。今後は、長期的視点に立った人材育成が重要であることから、知識

や経験の継承を進める研修体制の構築や、職員一人ひとりの能力を向上させる仕組み作りを進め、

組織体制の強化を図っていきます。

【事業計画】

【事業目標】

施策９ ＩＣＴの活用

水道事業を取り巻く周辺環境が変化する中、水道事業者にも、デジタルトランスフォーメーショ

ン（ＤＸ）や情報通信技術の活用による業務の効率化が求められています。本市ではこれまで、水道

スマートメーターの試験的導入や人工衛星を活用した漏水調査、水道施設の遠隔監視システムによ

る集中監視制御、給水開始・中止の電子申請、キャッシュレス決済の導入等に取り組んできました。

今後は、ドローンの活用やＡＩを活用した管路診断など、新技術の動向を踏まえ、本市にとって

有効で効果的なデジタル技術の活用について、検討していきます。

【事業計画】

取組名 R7
前期 後期

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

民間委託の活用と組織

体制の強化

実施

現状値

（令和6年度）

中間目標値

（令和12年度）

目標値

（令和17年度）

民間委託の活用検討 部分的に導入済み 拡充検討 適宜導入

研修体制の構築 未検討 検討 実施・適宜見直し

取組名 R7
前期 後期

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

ＩＣＴの活用
適宜調査検討･導入・見直し
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【事業目標】

施策10 適正な資産管理と計画的更新

水道施設の日常的・定期的な点検結果に基づき、必要に応じた修繕・改修等を実施することによ

り施設や設備の長寿命化を図るとともに、更新記録はシステムに蓄積、データベース化することで、

適正な資産管理を図ります。

また、将来にわたり安定して水道水を供給していくためには、施設の更新を着実に実施する必要

があるため、今後、老朽化資産が急増しないよう、老朽度や重要度等を考慮した上で、計画的かつ効

率的に施設や設備の改修や更新を実施していきます。

【事業計画】

【事業目標】

施策11 適正な財源確保

今後、施設の更新需要が多く見込まれ、多額の費用が必要となることから、これまで以上に自己

資金を確保していくことが重要となります。

水道事業における主な財源は料金収入と企業債であり、その他に補助金や交付金等があります。

過度に企業債を増やすことは将来世代に負担を残すことになるため、世代間負担の公平性を考慮し

つつ、将来にわたって適正な財源が確保できるよう検討していきます。

現状値

（令和6年度）

中間目標値

（令和12年度）

目標値

（令和17年度）

スマートメーターによる検針 20箇所で実施 拡充検討 拡充

ドローンを活用した調査・点検 未実施 検討 導入

ＡＩを活用した管路診断 未実施 検討 導入

取組名 R7
前期 後期

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

適正な資産管理と計画

的更新

実施

現状値

（令和6年度）

中間目標値

（令和12年度）

目標値

（令和17年度）

有形固定資産減価償却率(%) 55.6 61.0 67.0

管路経年化率(%) 25.8 26.7 34.1

管路更新率(%) 0.68 1.09 1.24
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【事業計画】

【事業目標】

施策12 適正な料金水準の検討

人口減少による料金収入の減少や施設の老朽化に伴う更新需要の拡大など、経営環境は厳しさを

増すことが想定されます。また、水需要構造の変化や高度化・多様化する市民ニーズなど、事業を取

り巻く環境の変化に的確かつ柔軟に対応することが求められます。

「独立採算制」が原則の水道事業者として経営状況を適切に把握し、将来にわたり永続的に安定

した水道水を供給していくため、これまで以上に経営の効率化と経費削減を行い、市民生活に与え

る影響について考慮しながら、料金水準の最適化について検討を行い、時代のニーズに沿った料金

としていく必要があります。

【事業計画】

【事業目標】

取組名 R7
前期 後期

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

適正な財源確保
財政計画見直し 財政計画見直し

現状値

（令和6年度）

中間目標値

（令和12年度）

目標値

（令和17年度）

料金回収率 (%) 100.3 100％以上 100％以上

経常収支比率 (%) 115.9 100％以上 100％以上

企業債残高対給水収益比率(%) 303.4 500％以内 500％以内

資金残高の維持 (億円) 17 ５ ５

取組名 R7
前期 後期

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

適正な料金水準の検討
水道料金の検討

現状値

（令和6年度）

中間目標値

（令和12年度）

目標値

（令和17年度）

適正な料金水準の検討 未検討 検討 検討
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施策１３ 水道事業の広域化

水道事業を取り巻く経営環境は、給水収益の減少、施設の老朽化に伴う更新費用の増大、水道事

業を支える人材・技術力の不足等、急速に厳しさを増しております。こうした背景のなか、本市で

は、将来にわたり水道事業を持続可能なものとするための手法として、茨城県が「茨城県水道ビジ

ョン」（令和4年2月策定）に基づき推進する「水道事業の広域化（経営の一体化）」に参加するこ

ととし、2025（令和7）年2月に茨城県及び参加市町村と基本協定を締結しました。今後、基本

協定締結後3年程度で経営統合することを予定しています。

茨城県が推進する広域化は、県企業局への経営の一体化を目指す方針で、将来的には県内水道事

業の一元化（1県1水道）を目指し、浄水場の統廃合によるコスト削減や、人材・資材の共同利用

による効率化などの効果が期待されます。

経営の一体化では、複数の水道事業者が、会計や料金体系、窓口は各自別々ながら組織は一つと

なり、管理（例えば、維持管理業務、総務事務など）を共同で行います。経営の一体化に当たっては、

市民サービスについて現在の水準を維持しながら、経営基盤の強化を図っていきます。

＜広域連携により期待できる効果＞

・施設の最適化

茨城県と市町村水道事業の施設の一元化により、水道施設の最適化（統廃合等）が可能となる。

・維持管理の最適化

共通する業務の共同化や効率化により、維持管理費用の削減が可能となる。

・人材の確保

専門性や技術・経験を持った人材の配置により、経験の継承、技術力の向上が可能となる。

・危機管理の強化

危機管理要員の確保や応急給水への対応、資機材の共同所有など災害時の体制強化が図れる。

・財源の確保

広域化により新たに活用できる国の交付金で財源確保が可能となる。

【事業計画】

【事業目標】

取組名 R7
前期 後期

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

水道事業の効率化
準備期間 水道事業の広域化（経営の一体化）

現状値

（令和6年度）

中間目標値

（令和12年度）

目標値

（令和17年度）

㎥県水の契約受水量( /日) ㎥2,300 ㎥2,300 ㎥6,500

浄水場の統廃合(施設数) 11箇所 11箇所
11箇所

（※一部県水切替）
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第５編 投資・財政計画

第１章 経営の基本方針

１－１ 基本方針

本経営計画において「市民とともに、信頼を未来につなぐ ひたちおおみやの水道」の基本理念

と「安全」、「強靭」、「持続」の３つの基本方針を定めました。これらを実現するためには、経営の効

率化・健全化が必要となります。

そのため、水道事業の経営に当たっては、投資と財源の試算を詳細に行い、収入と支出にギャッ

プが生じた際には、その解消を図るなど、計画期間内の収支均衡を図ります。

１－２ 経営目標

本経営計画の基本方針である「持続」で定めた「持続可能な事業経営」を達成するため、次のとお

り、経営目標を定めます。

１．経常収支比率の維持

水道事業は公営企業であり、独立採算制（自らの収益で事業を経営すること）を原則としている

ため、給水収益を主とする事業収益で事業運営に必要な費用を賄い、第4編 施策11で掲げた事業

目標である経常収支比率100％以上を達成し、黒字経営を維持することとします。

なお、経営の効率化や経費削減等を行っても、必要な運転資金を確保できないと判断される場合

については、水道料金の改定について検討を行います。

２．年間給水収益の50％以上の資金残高を確保

災害等により水道施設が被災した場合、復旧に当たり多額の工事費が必要となることから、確保

すべき金額の目安を第4編 施策 11で掲げた事業目標である年間5億円とし、これを下回らない

資金を確保することとします。

３．企業債残高対給水収益比率の目標達成

施設の整備や更新のため借り入れる企業債は、長期的な償還期間になります。そのため、企業債

により、必要となる費用を平準化し、現役世代だけでなく、将来水道を利用する世代にまで、負担を

公平に分配することが可能です。

ただし、過度な借入れは将来の経営を圧迫するおそれがあるため、借入額については慎重に検討

を行う必要があります。このため、企業債の活用については、第4編 施策11で掲げた事業目標で

ある企業債残高対給水収益比率500％以内を達成するよう行うこととします。
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第２章 投資計画

投資計画では、アセットマネジメントの考え方に基づき、水道施設に関する投資の見通しを試算

します。

２－１ 投資計画の前提条件

（１）将来の広域化と更新計画

第４編に掲げたように、茨城県は、県内の水道事業体が抱える課題を解消し、県全体として水道

事業の最適化を図るため、「水道事業の広域化（経営の一体化）」を進めています。「茨城県水道事業

広域連携推進方針（令和７年３月改定）」において、県水からの受水を増量して本市の浄水場を一部

配水場化することや浄水場を廃止する等、今後の施設最適化の方向性が示されています。

「茨城県水道事業広域連携推進方針（令和７年３月改定）」の中では、大宮浄水場を一部配水場化

するのは2033年度（令和15年度）、小貫浄水場を廃止するのは2036年度（令和18年度）と

示されていますが、施設や機能を廃止した後の方針が決定していないことから、廃止（撤去）に係る

経費を見込まず、水道施設に関する投資の見通しを試算することにします。

（２）実使用年数の設定

県は、水道事業の広域化に向け各水道事業体で統一的な基準で投資財政計画が策定できるよう、

「広域化推進に係るアセットマネジメント計画策定ガイドライン」を策定しています。また、国は、

アセットマネジメントを実施できていない中小規模の水道事業者においても容易に着手できるよう、

「アセットマネジメント簡易支援ツール」というものを策定・公表しています。

本経営計画においても、これらを参考に、更新基準として実使用年数を採用しました。実使用年

数は、法定耐用年数を超えた期間となっている場合もあることから、更新サイクルが延び、更新費

用を抑制することが可能となります。

（３）更新に関わる費用

更新に関わる費用として、以下の内容を考慮しています。

・更新する際の構造物及び設備の仕様、管路口径は現在仕様と同様とします。

・消費税率は、10%で将来一定とします。

・土木・建築は更新費の20％、電気・機械・計装・その他・管路は更新費の10％を更新に伴う

撤去費、調査設計費として計上します。

・構造物及び設備の更新費の算出は、固定資産台帳に基づく各施設の取得価格に、最新の建設工事

デフレーターを乗じて現在価値に換算し、算出します。

・管路の更新費の算出は、管路台帳に基づく口径別管路延長に、口径別施工単価を乗じて算出しま

す。
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２－２ 実使用年数で更新した場合の更新需要の見通し

（１）構造物及び設備の更新需要

法定耐用年数で更新した場合、今後50年間で必要となる更新事業費は約541億円となります。

更新基準を実使用年数で設定した場合の更新事業費は約311億円であることから、約230億円の

費用抑制につながります。

健全度については、実使用年数で更新した場合、電気や機械、計装設備において一部老朽化資産

（法定耐用年数の1.5 倍以上が経過した資産）が生じますが、ほとんどの資産は健全資産又は経年

化資産で保たれます。

●構造物及び設備の更新需要（実使用年数で更新した場合）

●構造物及び設備の健全度（実使用年数で更新した場合）

50年間で約230億円の更新需要を抑制できます。

ほとんどの資産が健全資産・経年化資産で保たれ、
老朽化資産の発生を抑制できます。
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（２）管路の更新需要

法定耐用年数で更新した場合、今後50年間で必要となる更新事業費は約490億円となります。

更新基準を実使用年数で設定した場合の更新事業費は約300億円であることから、約190億円の

費用抑制につながります。

健全度については、老朽化資産の発生を抑制しつつ、健全資産・経年化資産の割合を現状程度に

維持できます。

●管路の更新需要（実使用年数で更新した場合）

●管路の健全度（実使用年数で更新した場合）

50年間で約190億円の更新需要を抑制できます。

ほとんどの資産が健全資産・経年化資産で保たれ、
老朽資産の発生を抑制できます。
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２－３ 更新需要の平準化

年度間の更新事業費に偏りが生じる場合、経営に与える影響が大きいと想定されることや、更新

事業が多すぎる場合、現状の人員体制、財政規模で事業を実施することは困難であるものと考えら

れます。このため、近年の整備実績から実現可能な投資試算を採用することとしました。

その結果、計画期間（2026年度（令和８年度）から2035年度（令和１７年度））の投資額の

合計は、70億円（構造物及び設備約40億円、管路約30億円）となり、年平均７億円となる見込

みです。

●平準化後の水道施設の更新需要

1年あたり７億円の更新事業を実施。

・直近5年間（2020年度（令和２年度）～2024年度（令和６年度））の決算ベースでの

建設改良費平均額は約6億円/年、予算ベースでは約7億円/年となっているため、7億円/年

事業費を見込みました。

・「建築・土木」「機械・電気・計装等」はすでに老朽化資産が発生していることから、安定

供給への影響度を考慮して、４億円/年のペースで更新を図ります。

・直近5か年の管路更新費は約3億円/年のため、計画期間内の管路更新事業費は3億円/年

で平準化します。
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平準化後の健全度については、老朽化資産の発生を抑制しつつ、健全資産・経年化資産の割合を

現状程度に維持できます。しかしながら、2050年度（令和32年度）頃から管路の老朽化資産が

20％を超え、年々増加していくものと推測されることから、本経営計画の見直しに合わせて更新ペ

ースについて再度検討を図ります。

●平準化後の構造物及び設備の健全度

●平準化後の管路の健全度
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第３章 財政計画

財政計画では、安定した事業運営が継続できるよう、投資計画で算定した更新需要等の支出を賄

うための財源の見通しを試算します。シミュレーションに当たっては、水需要予測や整備計画を用

いて以下のとおり算出します。（下表に記載の推計方法を基本としますが、実績値で特異値等が有っ

た場合には除外するなど、推計に大きな影響を与えない処理を適宜実施しました。）

１－１ 財政計画の基本条件

推計項目 推計方法

収
益
的
収
入

営
業
収
益

料金収入

算出式：供給単価×将来有収水量

・供給単価×（100%＋料金改定率）

・将来有収水量：第2編第3章の水需要予測に基づく

※コロナ対策による減免措置を講じた場合は減免分(他会計補助金)を料金収

入に加算して供給単価を設定

受託工事収益 直近10か年（H27～R6）の平均値を将来一定

その他 直近10か年（H27～R6）の平均値を将来一定

営
業
外
収
益

補助金 R８の見込額を算定し、Ｒ６～Ｒ８の3か年の平均値を将来一定

長期前受金戻入

既往資産の予定額と新規取得資産の償却計算に基づき算定した金額を計上。

（将来建設分）

算出式：資本的収入の補助金額（税抜）×90％÷工種別の償却年数（構築物：

58年、機械・電気・計装：16年、管路：38年、その他：40年）

その他 直近10か年（H27～R6）の平均値を将来一定

特別利益 見込まない

収
益
的
支
出

営

業

費

用

職員給与費

算出式：直近実績値×物価上昇率（0.84%/年）－運転管理費(控除分)

※控除分は、広域化に伴う施設最適化による施設能力の減少分から控除率を

算出し、経費から除く

動力費

算出式：Ｒ６動力費決算額×水需要減少率（R6を基準とする。）－運転管

理費(控除分)

※控除分は、広域化に伴う施設最適化による施設能力の減少分から控除率を

算出し、経費から除く

修繕費 算出式：直近実績値×物価上昇率（0.84%/年）

材料費 算出式：直近実績値×物価上昇率（0.84%/年）

その他維持管理費（光熱水

費・通信運搬費・薬品費・

委託費・受水費）

（薬品費・委託費）

算出式：直近実績値×物価上昇率（0.84%/年）－運転管理費(控除分)

※控除分は、広域化に伴う施設最適化による施設能力の減少分から控除率を

算出し、経費から除く

（受水費）

施設最適化による効果を受水費料金へ反映。水需要予測に基づき将来受水費

用を算出。単価等は県の財政シミュレーション条件を使用。単価は、５年ご

とに改定することとして算出

（その他の費目）

算出式：直近実績値×物価上昇率（0.84%/年）
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推計項目 推計方法

収
益
的
支
出

営

業

費

用

減価償却費
既往資産の予定額と新規取得資産の償却計算に基づき算定した金額を計上。

算出式：建設改良費×工種別の償却率

その他（資産減耗費等） 直近決算額を将来一定

営

業

外

費

用

支払利息
既往借入分の予定額と以下の条件で算出した将来分を計上。

（３０年償還、５年据置、利率２％/年、元利均等償還）

その他（受託工事費等） 直近決算額を将来一定

特別損失 見込まない

資
本
的
収
入

企業債
算出式：建設改良費×企業債の借入割合

企業債の借入割合：建設改良費の1/3以内で設定

他会計補助金 見込額を算定

固定資産売却代金 直近10か年（H27～R6）の平均値を将来一定

工事負担金 直近10か年（H27～R6）の平均値を将来一定

その他 直近10か年（H27～R6）の平均値を将来一定

支
出

資
本
的

建設改良費 投資計画に基づく更新費用を設定

企業債償還金
既往借入分の予定額と以下の条件で算出した将来分を計上。

（３０年償還、５年据置、利率２％/年、元利均等償還）

企業債残高
令和6年度時点の残高を基準に、発行額（残高に加算）と償還額（残高より

減算）を考慮して算定

資金残高
「前年度資金残高＋損益勘定留保資金－当年度資本的収支不足額＋消費税及

び地方消費税資本的収支調整額」で算定
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第４章 投資・財政計画

４－１ 現行料金水準での財政シミュレーションの結果

投資試算、財源試算による財政収支見通し（料金改定を行わない場合）は以下のとおりです。

第5章第1編1-2経営目標で掲げた、「経常収支比率の維持」、「年間給水収益の50％以上の資

金残高を確保」、「企業債残高対給水収益比率の目標達成」の３つの経営目標のうち、企業債残高対

給水収益比率は、本経営計画の計画期間内は目標を達成できる見込みとなっています。

一方、経常収支比率は、2035年度（令和17年度）に100％を割り込み、以降、赤字経営が続

く見込みとなっています。また、資金残高については、2034年度（令和16年度）に5億円を割

り込む見込みとなり、2035年度（令和17年度）には底をつく見通しとなります。

●財政収支見通し（料金改定を行わない場合）

（2026年度（令和8年度）～2035年度（令和17年度））

●2035年度（令和17年度）（本経営計画最終年度）の経営状況

純利益

（千円）

資金残高

（千円）

料金回収

率（％）

経常収支

比率

（％）

企業債残

高対給水

収益比率

（％）

純損失発

生年度

資金不足

発生年度

企業債残高対

給水収益比率

目標値超過

発生年度

△1,383 △43,885 79.5 99.9 367
2035

（R17）

2035

（R17）

2043

（R25）
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●財政収支見通し（料金改定を行わない場合）

（2026年度（令和8年度）～2064年度（令和46年度））

４－２ 収支ギャップ解消に向けた検討

現行料金水準での財政シミュレーションの結果、2035年度（令和17年度）以降は財源が不足

し、赤字に転落することが見込まれます。しかしながら、将来にわたり、安定的に水道水を供給する

ためには、投資試算に基づく事業を着実に行わなければなりません。合理的・効率的な事業運営を

行い、経営の健全化に向けた取組を進めた上で、なおも不足する事業に必要な資金については、水

道料金の改定や企業債の借入により確保していく必要があります。

財源が不足し、健全な経営が行えない状況となる見込みであることから、料金改定を実施する場

合のシミュレーションを以下のとおり行いました。

水道は市民の日常生活に密着しているので、水道料金は長期にわたり安定的に維持されることが

望ましいと考えられます。しかしながら、あまりにも長期な算定期間を設定する事は、不確定な要

素を多く含むため、適当ではありません。公益社団法人日本水道協会は「水道料金算定要領」でおお

むね3年から5年の算定期間を推奨しています。また、水道事業の広域化に当たり、県から示され

ているガイドラインでは、3年ごとに料金の見直しを実施することとされています。

そのため、資金残高が目標の5億円を割り込む見込みの2034年度（令和16年度）に1回目

の改定を実施し、その後は3年に１回の頻度で、純損失もしくは資金不足とならないように改定率

を設定しました。料金改定を実施することにより、計画期間の最終年である2035年度（令和17

年度）には、純利益が112,099千円発生し、料金回収率は108.9%、経営収支比率は122.7%と

改善し、資金残高を維持しながら健全な経営が行える見通しとなります。
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●財政収支見通し（料金改定を行った場合）

（2026年度（令和8年度）～2035年度（令和17年度））

●財政収支見通し（料金改定を行った場合）

（2026年度（令和8年度）～2064年度（令和46年度））
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●2035年度（令和17年度）（本経営計画最終年度）の経営状況

本章における財政収支見通しは、現状及び今後の投資・財政推計に基づいて試算上で計画された

ものです。この試算をもって直ちに水道料金の改定を決定するものではありません。

今後、広域化に係る水道施設最適化の方向性によっては、投資計画・財政計画の内容が大きく変

わる可能性があるため、整備方針が具体化した段階で各計画に反映するものとします。

料金改定を実施する場合には、事業を取り巻く環境の変化や実際の経営状況などを総合的に判断

しながら、料金改定率やその時期について改めて審議を経て方針を決定します。

また、その際には、市民の方々にご理解とご協力を頂けるよう、経営状況などに関する幅広い情

報について積極的な広報活動を行っていきます。

今後も、合理的・効率的な事業運営と経営基盤の強化を進めることで、健全な事業運営による持

続可能な水道事業を実現し、安全で安心な水道水の安定供給を目指していきます。

純利益

（千円）

資金残高

（千円）

料金回収

率（％）

経常収支

比率

（％）

企業債残

高対給水

収益比率

（％）

純損失発

生年度

資金不足

発生年度

企業債残高対

給水収益比率

目標値超過

発生年度

112,099 524,081 108.9 122.7 268 － － －

-44-



年
度

2
0
2
4
年

度
2
0
2
5
年

度
2
0
2
6
年

度
2
0
2
7
年

度
2
0
2
8
年

度
2
0
2
9
年

度
2
0
3
0
年

度
2
0
3
1
年

度
2
0
3
2
年

度
2
0
3
3
年

度
2
0
3
4
年

度
2
0
3
5
年

度

R
6

R
7

R
8

R
9

R
1
0

R
1
1

R
1
2

R
1
3

R
1
4

R
1
5

R
1
6

R
1
7

区
分

（
決

算
）

（
決

算
見

込
）

（
推

計
→

）

年
間

有
収

水
量

（
千
m
3
）

4
,
0
8
0

4
,
0
1
8

3
,
9
5
8

3
,
8
8
8

3
,
8
4
1

3
,
7
8
2

3
,
7
0
0

3
,
6
3
3

3
,
5
8
6

3
,
5
2
9

3
,
4
7
3

3
,
3
8
6

営
業

収
益

9
7
2
,
1
4
6

9
6
2
,
7
7
8

9
4
9
,
4
6
5

9
3
3
,
8
1
2

9
2
3
,
0
9
9

9
0
9
,
9
4
2

8
9
1
,
6
5
5

8
7
6
,
6
1
5

8
6
6
,
0
7
1

8
5
3
,
4
0
9

8
4
0
,
7
9
8

8
2
1
,
4
0
2

料
金

収
入

9
1
3
,
1
2
5

8
9
9
,
1
9
9

8
8
5
,
8
8
6

8
7
0
,
2
3
3

8
5
9
,
5
2
0

8
4
6
,
3
6
3

8
2
8
,
0
7
6

8
1
3
,
0
3
6

8
0
2
,
4
9
2

7
8
9
,
8
3
0

7
7
7
,
2
1
9

7
5
7
,
8
2
3

受
託

工
事

収
益

3
,
0
4
6

3
,
9
4
5

3
,
9
4
5

3
,
9
4
5

3
,
9
4
5

3
,
9
4
5

3
,
9
4
5

3
,
9
4
5

3
,
9
4
5

3
,
9
4
5

3
,
9
4
5

3
,
9
4
5

そ
の

他
5
5
,
9
7
5

5
9
,
6
3
4

5
9
,
6
3
4

5
9
,
6
3
4

5
9
,
6
3
4

5
9
,
6
3
4

5
9
,
6
3
4

5
9
,
6
3
4

5
9
,
6
3
4

5
9
,
6
3
4

5
9
,
6
3
4

5
9
,
6
3
4

営
業

外
収

益
4
1
2
,
1
5
6

4
0
0
,
8
6
8

4
1
8
,
6
2
9

4
0
8
,
1
2
9

4
1
0
,
1
6
1

4
1
2
,
1
9
2

4
1
1
,
5
2
4

4
1
0
,
3
1
6

4
0
9
,
1
0
7

4
0
7
,
8
9
8

4
0
6
,
6
9
0

4
0
5
,
4
8
1

補
助

金
1
2
7
,
6
0
1

1
2
4
,
4
7
3

1
4
1
,
5
3
1

1
2
9
,
0
0
0

1
2
9
,
0
0
0

1
2
9
,
0
0
0

1
2
9
,
0
0
0

1
2
9
,
0
0
0

1
2
9
,
0
0
0

1
2
9
,
0
0
0

1
2
9
,
0
0
0

1
2
9
,
0
0
0

他
会

計
補

助
金

1
2
4
,
3
6
1

1
2
1
,
1
7
3

1
4
1
,
5
3
1

1
2
9
,
0
0
0

1
2
9
,
0
0
0

1
2
9
,
0
0
0

1
2
9
,
0
0
0

1
2
9
,
0
0
0

1
2
9
,
0
0
0

1
2
9
,
0
0
0

1
2
9
,
0
0
0

1
2
9
,
0
0
0

そ
の

他
補

助
金

（
県

補
助

金
）

3
,
2
4
0

3
,
3
0
0

長
期

前
受

金
戻

入
2
8
0
,
8
6
5

2
7
3
,
8
4
3

2
7
4
,
5
4
6

2
7
6
,
5
7
7

2
7
8
,
6
0
9

2
8
0
,
6
4
0

2
7
9
,
9
7
2

2
7
8
,
7
6
4

2
7
7
,
5
5
5

2
7
6
,
3
4
6

2
7
5
,
1
3
8

2
7
3
,
9
2
9

長
期

前
受

金
戻

入
（
既

存
施

設
）

2
8
0
,
8
6
5

2
7
3
,
8
4
3

2
6
6
,
8
2
2

2
5
9
,
8
0
0

2
5
2
,
7
7
9

2
4
5
,
7
5
7

2
3
8
,
7
3
5

2
3
1
,
7
1
4

2
2
4
,
6
9
2

2
1
7
,
6
7
0

2
1
0
,
6
4
9

2
0
3
,
6
2
7

長
期

前
受

金
戻

入
（
新

設
施

設
）

7
,
7
2
4

1
6
,
7
7
7

2
5
,
8
3
0

3
4
,
8
8
3

4
1
,
2
3
7

4
7
,
0
5
0

5
2
,
8
6
3

5
8
,
6
7
6

6
4
,
4
8
9

7
0
,
3
0
2

そ
の

他
3
,
6
9
0

2
,
5
5
2

2
,
5
5
2

2
,
5
5
2

2
,
5
5
2

2
,
5
5
2

2
,
5
5
2

2
,
5
5
2

2
,
5
5
2

2
,
5
5
2

2
,
5
5
2

2
,
5
5
2

収
入

計
1
,
3
8
4
,
3
0
2

1
,
3
6
3
,
6
4
6

1
,
3
6
8
,
0
9
4

1
,
3
4
1
,
9
4
1

1
,
3
3
3
,
2
6
0

1
,
3
2
2
,
1
3
4

1
,
3
0
3
,
1
7
9

1
,
2
8
6
,
9
3
1

1
,
2
7
5
,
1
7
8

1
,
2
6
1
,
3
0
7

1
,
2
4
7
,
4
8
8

1
,
2
2
6
,
8
8
3

営
業

費
用

1
,
1
6
0
,
5
2
7

1
,
1
4
5
,
6
5
3

1
,
1
3
6
,
1
0
7

1
,
1
3
3
,
6
3
7

1
,
1
3
4
,
2
7
5

1
,
1
3
2
,
7
0
7

1
,
1
1
7
,
3
9
1

1
,
1
0
7
,
3
5
6

1
,
0
8
2
,
3
6
7

1
,
2
0
9
,
6
6
1

1
,
2
0
0
,
5
7
6

1
,
1
8
0
,
4
0
3

職
員

給
与

費
4
2
,
4
1
6

4
2
,
7
7
2

4
3
,
1
3
2

4
3
,
4
9
4

4
3
,
8
5
9

4
4
,
2
2
8

4
4
,
5
9
9

4
4
,
9
7
4

4
5
,
3
5
2

3
1
,
6
0
6

2
7
,
2
9
5

2
4
,
1
9
3

基
本

給
2
2
,
7
0
2

2
2
,
8
9
3

2
3
,
0
8
5

2
3
,
2
7
9

2
3
,
4
7
4

2
3
,
6
7
2

2
3
,
8
7
0

2
4
,
0
7
1

2
4
,
2
7
3

1
6
,
9
1
6

1
7
,
0
5
8

1
7
,
0
5
8

そ
の

他
1
9
,
7
1
4

1
9
,
8
8
0

2
0
,
0
4
7

2
0
,
2
1
5

2
0
,
3
8
5

2
0
,
5
5
6

2
0
,
7
2
9

2
0
,
9
0
3

2
1
,
0
7
8

1
4
,
6
9
0

1
0
,
2
3
7

7
,
1
3
4

経
費

4
9
1
,
4
7
5

4
8
3
,
8
8
2

4
8
3
,
6
8
8

4
8
3
,
5
1
7

4
8
3
,
3
6
9

4
8
3
,
2
4
4

4
8
3
,
1
3
8

4
8
3
,
1
3
8

4
8
3
,
1
6
1

6
3
3
,
7
5
5

6
3
1
,
4
1
7

6
2
7
,
1
2
9

動
力

費
1
2
4
,
3
2
4

1
2
2
,
3
3
2

1
2
0
,
3
5
3

1
1
8
,
3
7
3

1
1
6
,
3
9
3

1
1
4
,
4
1
4

1
1
2
,
4
3
4

1
1
0
,
5
3
1

1
0
8
,
6
2
8

7
3
,
7
5
8

7
2
,
4
4
3

7
1
,
1
2
8

修
繕

費
6
1
,
3
1
0

6
1
,
8
2
5

6
2
,
3
4
4

6
2
,
8
6
8

6
3
,
3
9
6

6
3
,
9
2
9

6
4
,
4
6
6

6
5
,
0
0
7

6
5
,
5
5
3

6
6
,
1
0
4

6
6
,
6
5
9

6
6
,
6
5
9

材
料

費
3
,
3
2
8

3
,
3
5
6

3
,
3
8
4

3
,
4
1
3

3
,
4
4
1

3
,
4
7
0

3
,
4
9
9

3
,
5
2
9

3
,
5
5
8

3
,
5
8
8

3
,
6
1
8

3
,
6
1
8

そ
の

他
3
0
2
,
5
1
3

2
9
6
,
3
6
9

2
9
7
,
6
0
7

2
9
8
,
8
6
3

3
0
0
,
1
3
8

3
0
1
,
4
3
2

3
0
2
,
7
3
9

3
0
4
,
0
7
0

3
0
5
,
4
2
1

4
9
0
,
3
0
4

4
8
8
,
6
9
7

4
8
5
,
7
2
4

減
価

償
却

費
5
6
3
,
1
2
0

5
5
5
,
4
8
3

5
4
5
,
7
7
2

5
4
3
,
1
1
0

5
4
3
,
5
3
1

5
4
1
,
7
1
9

5
2
6
,
1
3
8

5
1
5
,
7
2
9

4
9
0
,
3
3
9

4
8
0
,
7
8
5

4
7
8
,
3
4
7

4
6
5
,
5
6
5

減
価

償
却

費
（
既

存
施

設
、

ﾘ
ｰ
ｽ
資
産

）
5
6
3
,
1
2
0

5
5
5
,
4
8
3

5
3
3
,
0
4
5

5
1
7
,
6
5
6

5
0
5
,
3
5
0

4
9
0
,
8
1
1

4
6
2
,
5
0
3

4
3
9
,
3
6
7

4
0
1
,
2
5
0

3
7
8
,
9
6
9

3
6
3
,
8
0
4

3
3
8
,
2
9
5

減
価

償
却

費
(
新

規
施

設
）

1
2
,
7
2
7

2
5
,
4
5
4

3
8
,
1
8
1

5
0
,
9
0
8

6
3
,
6
3
5

7
6
,
3
6
2

8
9
,
0
8
9

1
0
1
,
8
1
6

1
1
4
,
5
4
3

1
2
7
,
2
7
0

そ
の

他
6
3
,
5
1
6

6
3
,
5
1
6

6
3
,
5
1
6

6
3
,
5
1
6

6
3
,
5
1
6

6
3
,
5
1
6

6
3
,
5
1
6

6
3
,
5
1
6

6
3
,
5
1
6

6
3
,
5
1
6

6
3
,
5
1
6

6
3
,
5
1
6

営
業

外
費

用
3
4
,
0
9
7

3
3
,
0
1
9

3
3
,
5
5
3

3
4
,
1
8
1

3
4
,
9
7
9

3
6
,
0
7
6

3
7
,
5
0
1

3
9
,
3
4
7

4
1
,
3
1
2

4
3
,
4
9
6

4
5
,
6
4
8

4
7
,
8
6
4

支
払

利
息

3
3
,
3
6
7

3
2
,
2
8
9

3
2
,
8
2
3

3
3
,
4
5
1

3
4
,
2
4
9

3
5
,
3
4
6

3
6
,
7
7
1

3
8
,
6
1
7

4
0
,
5
8
2

4
2
,
7
6
6

4
4
,
9
1
8

4
7
,
1
3
4

支
払

利
息

（
旧

債
、

リ
ー

ス
債
）

3
3
,
3
6
7

3
2
,
2
8
9

2
8
,
6
2
3

2
5
,
0
5
1

2
1
,
6
4
9

1
8
,
5
4
6

1
5
,
7
7
1

1
3
,
4
1
7

1
1
,
3
5
0

9
,
6
7
0

8
,
1
2
6

6
,
8
1
4

支
払

利
息

（
新

債
）

4
,
2
0
0

8
,
4
0
0

1
2
,
6
0
0

1
6
,
8
0
0

2
1
,
0
0
0

2
5
,
2
0
0

2
9
,
2
3
2

3
3
,
0
9
6

3
6
,
7
9
2

4
0
,
3
2
0

そ
の

他
7
3
0

7
3
0

7
3
0

7
3
0

7
3
0

7
3
0

7
3
0

7
3
0

7
3
0

7
3
0

7
3
0

7
3
0

支
出

計
1
,
1
9
4
,
6
2
4

1
,
1
7
8
,
6
7
2

1
,
1
6
9
,
6
6
0

1
,
1
6
7
,
8
1
8

1
,
1
6
9
,
2
5
4

1
,
1
6
8
,
7
8
3

1
,
1
5
4
,
8
9
2

1
,
1
4
6
,
7
0
3

1
,
1
2
3
,
6
7
9

1
,
2
5
3
,
1
5
7

1
,
2
4
6
,
2
2
4

1
,
2
2
8
,
2
6
7

経
常

損
益

（
資

産
維

持
費

を
見

込
ま

な
い

）
1
8
9
,
6
7
8

1
8
4
,
9
7
4

1
9
8
,
4
3
4

1
7
4
,
1
2
4

1
6
4
,
0
0
6

1
5
3
,
3
5
2

1
4
8
,
2
8
7

1
4
0
,
2
2
8

1
5
1
,
4
9
9

8
,
1
5
0

1
,
2
6
5

△
 
1
,
3
8
3

資
産

維
持

費

経
常

損
益

（
資

産
維

持
費

を
含

む
）

1
8
9
,
6
7
8

1
8
4
,
9
7
4

1
9
8
,
4
3
4

1
7
4
,
1
2
4

1
6
4
,
0
0
6

1
5
3
,
3
5
2

1
4
8
,
2
8
7

1
4
0
,
2
2
8

1
5
1
,
4
9
9

8
,
1
5
0

1
,
2
6
5

△
 
1
,
3
8
3

当
年

度
純

利
益

（
又

は
純

損
失

）
1
8
9
,
6
7
8

1
8
4
,
9
7
4

1
9
8
,
4
3
4

1
7
4
,
1
2
4

1
6
4
,
0
0
6

1
5
3
,
3
5
2

1
4
8
,
2
8
7

1
4
0
,
2
2
8

1
5
1
,
4
9
9

8
,
1
5
0

1
,
2
6
5

△
 
1
,
3
8
3

収 益 的 収 入 収 益 的 支 出●
収
益
的
収
支
の
財
政
収
支
見
通
し
（
料
金
改
定
を
行
わ
な
い
場
合
）
：
（
2
0
2
6
年
度
（
令
和
8
年
度
）
～
2
0
3
5
年
度
（
令
和
1
7
年
度
）
）

（
単
位
：
千
円
）
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年
度

20
24
年

度
20
25
年

度
20
26

年
度

20
27

年
度

20
28

年
度

20
29

年
度

20
30
年

度
20
31
年

度
20
32
年

度
20
33
年

度
20
34
年

度
20
35
年

度

R
6

R
7

R
8

R
9

R
10

R
11

R
12

R
13

R
14

R
15

R
16

R
17

区
分

（
決

算
）

（
決

算
見

込
）

（
推

計
→

）

企
業
債

21
4,

6
00

21
0,

00
0

21
0,
00
0

21
0,
00
0

21
0,
00
0

21
0,
00
0

21
0,

00
0

21
0,

00
0

21
0,

00
0

21
0,

00
0

21
0,

00
0

21
0,

00
0

他
会

計
補

助
金

15
4,

13
9

16
3,

00
0

19
5,

00
0

19
5,
00
0

19
5,
00
0

13
0,
00
0

13
0,

00
0

13
0,

00
0

13
0,

00
0

13
0,

00
0

13
0,

00
0

13
0,

00
0

国
（
都

道
府

県
）
補

助
金

固
定

資
産

売
却

代
金

47
47

47
47

47
47

47
47

47
47

47

工
事

負
担

金
15
,
29

5
22
,
7
52

22
,
7
52

22
,
7
52

22
,
7
52

22
,
7
52

22
,
7
52

22
,
7
52

22
,
7
52

22
,
7
52

22
,
7
52

22
,
7
52

そ
の

他
16

7
16

7
16

7
16

7
16

7
16

7
16
7

16
7

16
7

16
7

16
7

収
入

計
38
4,

03
4

39
5,

9
6
5

42
7
,
9
6
5

42
7
,
9
6
5

42
7
,
9
6
5

36
2,
9
6
5

36
2,
9
6
5

36
2,

9
6
5

36
2,

9
6
5

36
2,

9
6
5

36
2,

9
6
5

36
2,

9
6
5

建
設
改
良
費

51
9
,
07

1
7
05
,
58

6
7
00
,
00
0

7
00
,
00
0

7
00
,
00
0

7
00
,
00
0

7
00
,
00
0

7
00
,
00
0

7
00
,
00
0

7
00
,
00
0

7
00
,
00
0

7
00
,
00
0

企
業
債
償

還
金

31
7
,
53
3

29
5,

21
2

28
8
,
08

3
25
7
,
6
52

23
4,
24
2

22
2,
50
6

19
7
,
52
9

17
2,

8
9
4

15
9
,
6
9
6

15
9
,
52
9

15
6
,
05
5

15
9
,
9
18

企
業
債
償

還
金
（
旧

債
、

リ
ー

ス
債
）

31
7
,
53
3

29
5,

21
2

28
8
,
08

3
25
7
,
6
52

23
4,
24
2

22
2,
50
6

19
7
,
52
9

16
4,

49
4

14
2,

8
9
6

13
4,

32
9

12
2,

45
5

11
7
,
9
18

企
業
債
償

還
金
（
新

債
）

8
,
40
0

16
,
8
00

25
,
20
0

33
,
6
00

42
,
00
0

そ
の

他

支
出

計
8
36

,
6
04

1,
00
0,

7
9
8

9
8
8
,
08

3
9
57

,
6
52

9
34
,
24
2

9
22
,
50
6

8
9
7
,
52
9

8
7
2,

8
9
4

8
59
,
6
9
6

8
59
,
52
9

8
56

,
05
5

8
59

,
9
18

45
2,

57
0

6
04
,
8
33

56
0,

11
8

52
9
,
6
8
7

50
6
,
27

7
55
9
,
54
1

53
4,
56

4
50
9
,
9
29

49
6
,
7
31

49
6
,
56
4

49
3,

09
0

49
6
,
9
53

損
益
勘

定
留

保
資
金

41
9
,
39

1
46
6
,
6
14

46
9
,
6
6
0

44
0,
6
57

42
8
,
9
28

41
4,
43
1

39
4,

45
3

37
7
,
19
3

36
4,

28
3

21
2,

58
9

20
4,

47
4

19
0,

25
3

利
益
剰

余
金
処

分
額

33
,
17
9

7
,
05
6

7
,
00
0

7
,
00
0

7
,
00
0

7
,
00
0

7
,
00
0

7
,
00
0

7
,
00
0

7
,
00
0

7
,
00
0

7
,
00
0

そ
の

他

計
45
2,

57
0

47
3,

6
7
0

47
6
,
6
6
0

44
7
,
6
57

43
5,
9
28

42
1,
43
1

40
1,

45
3

38
4,

19
3

37
1,

28
3

21
9
,
58
9

21
1,

47
4

19
7
,
25
3

補
塡

財
源

不
足

額
13
1,

16
3

8
3,

45
8

8
2,
03
0

7
0,
34
8

13
8
,
11
0

13
3,

11
1

12
5,

7
36

12
5,

44
8

27
6
,
9
7
5

28
1,

6
16

29
9
,
7
00

資
金
残
高

1,
7
03
,
8
09

1,
57
2,

6
46

1,
48
9
,
18

9
1,

40
7
,
15
9

1,
33
6
,
8
10

1,
19

8
,
7
00

1,
06

5,
58

9
9
39
,
8
54

8
14
,
40
6

53
7
,
43
1

25
5,

8
15

△
 
43
,
8
8
5

企
業
債
残
高

2,
7
7
0,

8
24

2,
6
8
5,

6
12

2,
6
07

,
52
9

2,
55
9
,
8
7
7

2,
53
5,
6
35

2,
52
3,
12
9

2,
53
5,
6
00

2,
57

2,
7
06

2,
6
23
,
01
0

2,
6
7
3,

48
1

2,
7
27

,
42
6

2,
7
7
7
,
50
8

○
料

金
回

収
率

（
単

位
：

円
，

％
）

年
度

20
24
年

度
20
25
年

度
20
26

年
度

20
27

年
度

20
28

年
度

20
29

年
度

20
30
年

度
20
31
年

度
20
32
年

度
20
33
年

度
20
34
年

度
20
35
年

度

R
6

R
7

R
8

R
9

R
10

R
11

R
12

R
13

R
14

R
15

R
16

R
17

（
決

算
）

（
決

算
見

込
）

（
推

計
→

）

有
収
水
量

１
ｍ

3当
た

り
10
0.
0%

9
9
.
5%

9
9
.
1%

9
7
.
7
%

9
6
.
6
%

9
5.

4%
9
4.

7
%

9
3.

8
%

9
4.

9
%

8
0.

9
%

8
0.
1%

7
9
.
5%

供
給
単

価
22
3.

8
22
3.

8
22
3.

8
22
3.

8
22
3.

8
22
3.

8
22
3.

8
22
3.
8

22
3.
8

22
3.
8

22
3.

8
22
3.

8

給
水
原

価
22
3.

8
22
5.

0
22
5.

9
22
9
.
0

23
1.

7
23
4.

7
23
6
.
3

23
8
.
7

23
5.
8

27
6
.
6

27
9
.
4

28
1.

6

料
金
改
定

率
（
％

）
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

資
本

的
収
入

額
が

資
本

的
支

出
額

に
不

足
す

る
額

資 本 的 支 出

補 塡 財 源

資 本 的 収 支

資 本 的 収 入

●
資
本
的
収
支
の
財
政
収
支
見
通
し
（
料
金
改
定
を
行
わ
な
い
場
合
）
：
（
2
0
2
6
年
度
（
令
和
8
年
度
）
～
2
0
3
5
年
度
（
令
和
1
7
年
度
）
）

（
単
位
：
千
円
）
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年
度

2
0
2
4
年

度
2
0
2
5
年

度
2
0
2
6
年

度
2
0
2
7
年

度
2
0
2
8
年

度
2
0
2
9
年

度
2
0
3
0
年

度
2
0
3
1
年

度
2
0
3
2
年

度
2
0
3
3
年

度
2
0
3
4
年

度
2
0
3
5
年

度

R
6

R
7

R
8

R
9

R
1
0

R
1
1

R
1
2

R
1
3

R
1
4

R
1
5

R
1
6

R
1
7

区
分

（
決

算
）

（
決

算
見

込
）

（
推

計
→

）

年
間

有
収

水
量

（
千
m
3
）

4
,
0
8
0

4
,
0
1
8

3
,
9
5
8

3
,
8
8
8

3
,
8
4
1

3
,
7
8
2

3
,
7
0
0

3
,
6
3
3

3
,
5
8
6

3
,
5
2
9

3
,
4
7
3

3
,
3
8
6

営
業

収
益

9
7
2
,
1
4
6

9
6
2
,
7
7
8

9
4
9
,
4
6
5

9
3
3
,
8
1
2

9
2
3
,
0
9
9

9
0
9
,
9
4
2

8
9
1
,
6
5
5

8
7
6
,
6
1
5

8
6
6
,
0
7
1

8
5
3
,
4
0
9

1
,
1
2
8
,
3
6
9

1
,
1
0
1
,
7
9
7

料
金

収
入

9
1
3
,
1
2
5

8
9
9
,
1
9
9

8
8
5
,
8
8
6

8
7
0
,
2
3
3

8
5
9
,
5
2
0

8
4
6
,
3
6
3

8
2
8
,
0
7
6

8
1
3
,
0
3
6

8
0
2
,
4
9
2

7
8
9
,
8
3
0

1
,
0
6
4
,
7
9
0

1
,
0
3
8
,
2
1
8

受
託

工
事

収
益

3
,
0
4
6

3
,
9
4
5

3
,
9
4
5

3
,
9
4
5

3
,
9
4
5

3
,
9
4
5

3
,
9
4
5

3
,
9
4
5

3
,
9
4
5

3
,
9
4
5

3
,
9
4
5

3
,
9
4
5

そ
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他
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5
,
9
7
5

5
9
,
6
3
4

5
9
,
6
3
4

5
9
,
6
3
4

5
9
,
6
3
4

5
9
,
6
3
4

5
9
,
6
3
4

5
9
,
6
3
4

5
9
,
6
3
4

5
9
,
6
3
4

5
9
,
6
3
4

5
9
,
6
3
4

営
業

外
収

益
4
1
2
,
1
5
6

4
0
0
,
8
6
8

4
1
8
,
6
2
9

4
0
8
,
1
2
9

4
1
0
,
1
6
1

4
1
2
,
1
9
2

4
1
1
,
5
2
4

4
1
0
,
3
1
6

4
0
9
,
1
0
7

4
0
7
,
8
9
8

4
0
6
,
6
9
0

4
0
5
,
4
8
1

補
助

金
1
2
7
,
6
0
1

1
2
4
,
4
7
3

1
4
1
,
5
3
1

1
2
9
,
0
0
0

1
2
9
,
0
0
0

1
2
9
,
0
0
0

1
2
9
,
0
0
0

1
2
9
,
0
0
0

1
2
9
,
0
0
0

1
2
9
,
0
0
0

1
2
9
,
0
0
0

1
2
9
,
0
0
0

他
会

計
補

助
金

1
2
4
,
3
6
1

1
2
1
,
1
7
3

1
4
1
,
5
3
1

1
2
9
,
0
0
0

1
2
9
,
0
0
0

1
2
9
,
0
0
0

1
2
9
,
0
0
0

1
2
9
,
0
0
0

1
2
9
,
0
0
0

1
2
9
,
0
0
0

1
2
9
,
0
0
0

1
2
9
,
0
0
0

そ
の

他
補

助
金

（
県

補
助

金
）

3
,
2
4
0

3
,
3
0
0

長
期

前
受

金
戻

入
2
8
0
,
8
6
5

2
7
3
,
8
4
3

2
7
4
,
5
4
6

2
7
6
,
5
7
7

2
7
8
,
6
0
9

2
8
0
,
6
4
0

2
7
9
,
9
7
2

2
7
8
,
7
6
4

2
7
7
,
5
5
5

2
7
6
,
3
4
6

2
7
5
,
1
3
8

2
7
3
,
9
2
9

長
期

前
受

金
戻

入
（
既

存
施

設
）

2
8
0
,
8
6
5

2
7
3
,
8
4
3

2
6
6
,
8
2
2

2
5
9
,
8
0
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2
5
2
,
7
7
9

2
4
5
,
7
5
7

2
3
8
,
7
3
5

2
3
1
,
7
1
4

2
2
4
,
6
9
2

2
1
7
,
6
7
0

2
1
0
,
6
4
9

2
0
3
,
6
2
7

長
期

前
受

金
戻

入
（
新

設
施

設
）

7
,
7
2
4

1
6
,
7
7
7

2
5
,
8
3
0

3
4
,
8
8
3

4
1
,
2
3
7

4
7
,
0
5
0

5
2
,
8
6
3

5
8
,
6
7
6

6
4
,
4
8
9
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,
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0
2
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の
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,
6
9
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,
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5
2
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,
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2
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,
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5
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,
5
5
2

2
,
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2

2
,
5
5
2

2
,
5
5
2

2
,
5
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2

2
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5
5
2

2
,
5
5
2
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,
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2
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入
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3
8
4
,
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2

1
,
3
6
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6
4
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1
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3
6
8
,
0
9
4

1
,
3
4
1
,
9
4
1
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3
3
3
,
2
6
0
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3
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,
1
3
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,
3
0
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1
7
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1
,
2
8
6
,
9
3
1
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,
2
7
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,
1
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1
,
2
6
1
,
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,
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3
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,
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5
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1
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1
6
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,
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1
,
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1
,
1
3
3
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3
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1
3
4
,
2
7
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1
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0
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7
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1
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0
3
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2
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1
6
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2
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3
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,
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,
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5
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4
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,
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1
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4
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1
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1
1
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7
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1
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3
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1
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4
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1
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4
3
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1
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1
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4
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9
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5
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4
7
8
,
3
4
7

4
6
5
,
5
6
5

減
価

償
却

費
（
既
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資
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3
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,
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4
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0
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3
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5
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,
1
8
1

3
4
,
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7
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,
0
7
6

3
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,
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3
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,
3
4
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1
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9
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2
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4
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,
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,
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,
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（
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ス
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0
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1
,
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0
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,
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9
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3
6
,
7
9
2
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,
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2
0
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他
7
3
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7
3
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7
3
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7
3
0
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3
0
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3
0
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3
0

7
3
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3
0
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3
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3
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3
0
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出
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1
,
1
9
4
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6
2
4

1
,
1
7
8
,
6
7
2

1
,
1
6
9
,
6
6
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1
,
1
6
7
,
8
1
8

1
,
1
6
9
,
2
5
4

1
,
1
6
8
,
7
8
3

1
,
1
5
4
,
8
9
2

1
,
1
4
6
,
7
0
3

1
,
1
2
3
,
6
7
9

1
,
2
5
3
,
1
5
7
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,
2
4
6
,
2
2
4

1
,
2
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6
7

経
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（
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,
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1
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9
9
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1
,
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,
0
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9

当
年

度
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は
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損
失
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2
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0
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9
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収
益
的
収
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の
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政
収
支
見
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（
料
金
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っ
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年
度
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）
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千
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R
1
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R
1
1

R
1
2

R
1
3

R
1
4

R
1
5

R
1
6

R
1
7
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分

（
決

算
）

（
決

算
見

込
）

（
推

計
→

）

企
業

債
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1
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,
6
0
0
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1
0
,
0
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0
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1
0
,
0
0
0
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1
0
,
0
0
0

2
1
0
,
0
0
0

2
1
0
,
0
0
0

2
1
0
,
0
0
0

2
1
0
,
0
0
0

2
1
0
,
0
0
0

2
1
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2
1
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,
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0
0
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計
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助
金

1
5
4
,
1
3
9
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6
3
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0
0
0

1
9
5
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0
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5
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0
0
0
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5
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0
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3
0
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0
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0
,
0
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0

1
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0
,
0
0
0

1
3
0
,
0
0
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3
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0
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0
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3
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,
0
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0

1
3
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0
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0
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（
都

道
府

県
）
補

助
金
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金
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7
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7
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7
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7
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7
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7
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7
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7
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7
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5
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5
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他
1
6
7

1
6
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6
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6
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6
2
,
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6
5

3
6
2
,
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6
2
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2
,
9
6
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,
9
6
5
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5
1
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2
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5
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6
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5
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第６編 進行管理

第 1章 計画の進行管理

１－１ 推進・管理体制

「安全」、「強靭」、「持続」の３つの視点に基づき設定した実施施策は、本市の課題を解決し、水道事業

の基本理念である「市民とともに、信頼を未来につなぐ ひたちおおみやの水道」を具現化するものです。

今後、水道事業を取り巻く環境は、ますます厳しくなることが予想されます。このような状況の変化に

適切に対応し、これらの実施施策を着実に推進していくためには、市民、国、県、近隣水道事業者等と連

携しながら、健全で安定した経営基盤を維持し、安全かつ強靭で、持続可能な水道に向けた取組を推進し

ていきます。

１－２ 進行管理

本経営計画に位置付けられた各施策を確実に実施するため、PDCAサイクル（Plan：計画の策定

→Do：事業の実施→Check：効果の検証→Action：取組の改善）に沿った進捗管理を継続して行う

ことにより、基本理念である「市民とともに、信頼を未来につなぐ ひたちおおみやの水道」の実現を

目指します。

また、本計画に定めた各施策については、毎年度、目標値の達成状況を踏まえた検証を行います。

検証の結果、計画と実施した結果に大きな乖離が生じた場合は、効果的な取組について検討し、

必要に応じて、計画の見直しを行います。このような進捗管理を行うことで、継続的に計画の改善

を図り、基本理念の実現を目指します。

•事業評価

•計画検証

•新しいニーズ

•計画見直し

•耐震化

•更新事業

•業務効率化等

•目標設定

•計画策定

Plan
計画策定

Do
事業実施

Check
効果検証

Action
取組改善
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